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１ プログラム策定の目的と経緯 

 

（１）従来からの交通安全への取組 

本市では、交通安全対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、交通安全対策基本 

  法（昭和 45 年法律第 110 号）の制定以後、「浜松市交通安全計画」に基づき、様々な 

交通安全対策を強力に推進してきました。 

特に、子供の安全な通学環境を確保するため、学校周辺（スクールゾーン内）にお 

ける通学路の整備に力を入れてきました。歩道の設置による安全な歩行空間の確保や 

自転車通行環境の改善、自動車の速度抑制対策、交通指導取締りの強化等、関係機関 

と連携し、通学路の整備に向けた対策を積極的に進めてきました。 

 

（２）浜松市通学路交通安全プログラムの策定（平成 26 年６月） 

平成 24 年４月の京都府亀岡市における小学生等の死傷事故後、平成 24 年５月 30 日 

  付け３省庁（文部科学省、国土交通省、警察庁）連名通知「通学路における交通安全 

の確保の徹底について」に基づき、本市においても、通学路の緊急合同点検を実施し 

ました。さらに、平成 25 年 12 月６日付け３省庁連名通知「通学路の交通安全の確保 

に向けた着実かつ効果的な取組の推進について」に基づき、通学路の安全確保に向け 

た継続的な取組を推進するため、平成 26 年６月に「浜松市通学路交通安全対策連絡会」 

を組織し、「浜松市通学路交通安全プログラム」を策定しました。 

 

（３）浜松市通学路交通安全プログラムの発展充実 

令和３年６月の千葉県八街市における小学生の死傷事故後、令和３年７月９日付け 

  ３省庁（文部科学省、国土交通省、警察庁）連名通知「通学路における合同点検の実 

  施について」に基づき、本市においても、通学路の緊急合同点検を実施しました。そ 

  の後、本プログラムを更に発展させ、通学路における継続的な子供の安全確保に向け 

た取組を推進してきました。 

特に、令和３年度からは、以下の４点に重きをおいて取り組んできました。 

ア 早期の対策完了 
     未完了箇所の分析・精査を行い、関係機関や地域と進捗状況を共有しつつ、計 
    画的に安全確保を推進する。 

イ 継続的な取組 
     定期的な合同点検、対策の検討・実施・効果把握、改善・充実を PDCA サイクル 

として継続的に実施する。 
ウ 対策必要箇所等の公表 

     児童・保護者や地域住民、関係機関の認識を高めるため、対策の必要箇所の状 
    況や対策の予定時期等を適時適切に公表・情報発信する。 

エ 面的な交通安全対策 
     小学校周辺の「ゾーン 30」内の通学路に着目し、「ゾーン 30 プラス」の導入を 

進めることで、面的な対策を実施する。 
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（４）未就学児の交通安全への取組 

令和元年５月の滋賀県大津市における園児等の死傷事故後、令和元年６月 18 日付け 

  ５府省庁（内閣府、文部科学省、厚生労働省、国土交通省、警察庁）連名通知「未就学 

  児が日常的に集団で移動する経路の交通安全の確保の徹底について」に基づき、本市 

  においても、未就学児が日常的に集団で移動する経路の緊急合同点検を実施しました。 

この緊急合同点検は、「浜松市通学路交通安全プログラム」とは別に、幼児教育・保育 

課（現在の幼保運営課）と関係機関が連携して実施しました。 

 
（５）浜松市通学路交通安全プログラムの改正の趣旨（令和８年４月） 

平成 26 年６月に作成された「浜松市通学路交通安全プログラム」は、子供の安全な 

通学環境を確保するための指針として、その役割を果たしてきました。しかし、策定 

から 10 年以上が経過し、時代の変化とともに、子供を取り巻く環境や社会情勢、道路 

事情等が少しずつ変わってきました。 

そこで、以下の３点の理由から、本プログラムの一部改正を行うことにしました。 

ア 社会情勢や道路事情の大きな変化 

 ここ数年で環状線の整備、新東名高速道路の開通、北部地域における工場の増加 

等により、車両速度や交通量、混雑道路等、交通事情が大きく変化してきている。 

  イ 通学路の道路整備における対策の拡充 

小学校周辺の「ゾーン 30」の中から「ゾーン 30 プラス」の指定箇所を増やすこ 

とで、通学路の更なる安全確保に向けた取組を推進したい。 

  ウ 未就学児の交通安全確保の取組 

「未就学児が日常的に集団で移動する経路」を「浜松市通学路交通安全プログラ 

ム」に含め、関係機関と連携して実施したい。 

そこで、今回の本プログラムの一部改正にあたり、名称を「浜松市通学路等交通安 

全プログラム」と変更し、「通学路等」は、「未就学児が日常的に集団で移動する経路」 

を含むものとします。 

 

（６）今後の取組 

本市は、昭和 37 年より「浜松市交通事故防止対策会議」を設置し、関係機関と連携 

  しながら、市をあげて交通安全意識と交通道徳の向上、交通事故の削減に取り組んで 

  きていますが、令和６年には、人口 10 万人当たりの人身事故件数において、政令指定 

  都市で 16 年連続ワースト１となり、引き続き深刻な状況が続いています。 

しかし、こうした交通環境や道路事情に大きな課題を抱える中、本プログラムを基 

に、子供の安全な通学環境の確保に努めてきた結果、ここ 10 年間で教育委員会への交 

通事故報告件数は、年間約 300 件から 150 件ほどに半減し、着実に成果をあげていま 

す。 

安全な通学環境の確保には、通学路整備（ハード対策）と交通安全教育（ソフト対 

策）の両輪による取組が必要不可欠です。子供を交通事故から守るための交通安全対 

策を一層進めるとともに、交通安全教育を計画的に実施し、子供の交通安全意識の高 

揚に努めていきます。 
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本プログラムの取組を通して、「子供の安全が第一」という意識の醸成を図り、より 

安全で安心な通学環境の実現を目指すとともに、防犯、防災の側面にも留意し、総合 

的な安全対策を推進していきます。 

ア 評価指標の設定 

     これまで、本プログラムにおいて、通学路における様々な交通安全対策を実施 

    してきましたが、これらの取組が効果的であるかどうかを適切に評価することが 

課題でした。 

そこで、本プログラムの進捗と効果を測定するための基準として、新たに３つ 

    の評価指標を設定しました。これにより、プログラムの効果を客観的に評価し、 

    次回の改善策を導き出すことができると考えています。 

これらの評価基準を基に、年間を通して PDCA サイクルを効果的に回し、継続 

的な改善を図ることで、子供の安全な通学環境の確保とさらなる安全性向上を目 

指します。 

【評価指標】 

 項    目 現状値 

（R6 年度） 

目標値 

（R11 年度） 

１ 登下校時の交通事故件数（件） 72 65 

２ 通学路整備の対策実施率（％） 

＊「対応完了済み_要望・代替対策」の割合 
76.5 80 

３ 見守りボランティア登録者数（人） 2,174 2,600 

 

イ 「未就学児が日常的に集団で移動する経路」の安全確保の追加 

令和元年５月の滋賀県大津市における園児等の死傷事故を受け、本市において 

も、未就学児が日常的に集団で移動する経路の緊急合同点検を実施しました。合 

同点検の結果、要対策箇所として抽出した 191 箇所について、令和４年３月まで 

に対策が完了しています。 

今後も継続した安全対策を進めていくために、市立の幼稚園に加え、保育園、 

    認定こども園を本プログラムの対象とし、未就学児が日常的に集団で移動する経 

路を含めた安全対策を講じていきます。 
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２ 通学路等の整備（ハード対策） 

 

（１）通学路等の整備（ハード対策）に関する基本的方針 

   継続的な通学路等の安全確保のため、関係機関（別紙１参照）と連携して定期的に

通学路等の安全について協議します。整備要望箇所の現地調査や対策内容の検討、要

望及び代替対策の実施、対策箇所の進捗管理、対策後の効果検証等に取り組みます。 

これらの取組において、年間を通して PDCA サイクルを効果的に回すことにより、通

学路等の更なる安全性の維持・向上に努めます。 

◆「浜松市通学路等交通安全対策連絡会 対策実施フロー」･･･【別紙１】参照） 

  

（２）定期的な通学路等の安全点検の実施（園・学校：通年） 

ア 安全点検の体制 

定期的な通学路等の安全点検は、市立の 

   小学校・中学校・幼稚園・保育園・認定こ 

ども園（以下、市立小中学校等）が主体と 

なり、PTA や自治会（地域）等と連携して、 

学校（園）区や地域の実情に応じて、それ 

ぞれの方法で実施します。 

 

  イ 安全点検（定期・随時）の実施時期 

毎年１月上旬に、市立小中学校等に通学路等の安全点検の実施について通知し、 

   市立小中学校等は、その通知に基づいて、毎年１回、学校（園）単位で安全点検 

（定期）を実施します。 

その他にも、安全点検を実施する必要がある事由が生じた場合には、市立小中学 

校等が主体となり、関係機関の協力を得ながら、安全点検（随時）を実施します。 

 

  ウ 安全点検の結果報告 

市立小中学校等は、通学路等の安全点検の結果に基づいて、通学路等の整備が必 

要であると認められた箇所について、「通学路等整備要望調査票（地図・画像表を含 

む）」を作成し、事務局へ提出します。 

 

（３）関係機関による現地調査の実施（関係機関：５月） 

事務局は、市立小中学校等から提出され 

た「通学路等整備要望調査票（地図・画像 

表を含む）」の確認と精査を行い、交通管理 

者、道路管理者及び行政機関（以下、担当 

部署）へ現地調査及び対策内容の検討を依 

頼します。 

 担当部署は、「通学路等整備要望調査票 

（地図・画像表を含む）」の内容に基づい 

て現地調査を実施し、対策実施の可否及び 

対策内容の検討を行います。 
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（４）対策の検討（関係機関：６月回答） 

   担当部署は、現地調査の結果に基づき、 

整備要望箇所の地域性や交通状況等の諸条 

件を整理します。 

そして、事故リスクの解消に向け、ハー 

ド対策（歩道の拡幅、グリーンベルトの設 

置、横断歩道の新設等）やソフト対策（街 

頭指導、通学路等の変更等）について、多 

面的な視点から効果的且つ効率的な対策内 

容の検討を行います。 

 

（５）ヒアリングの実施（関係機関及び市立小中学校等関係者：６～７月） 

   担当部署が現地調査を行った結果、更に詳細な検討が必要である、もしくは諸条件 

により対策の実施が困難である、と判断された箇所については、関係機関及び市立小中 

学校等の関係者によるヒアリングを実施し、詳細な現状や要望内容の聞き取りを行っ

た上で対策内容を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）合同現地調査の実施（関係機関：随時必要に応じて） 

ヒアリング後、対策の再検討や追加の調査、代替対策が必要であると判断された箇 

所については、必要に応じて関係機関による合同現地調査を実施します。なお、合同 

現地調査の日程調整は、事務局にて行います。 
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（７）対策の実施（関係機関：６～３月） 

担当部署は、現地調査やヒアリングの結果に基づき、決定した対策内容について、 

順次対策を実施します。さらに、早期に対策の効果が得られるよう関係機関との連携 

を図り、円滑な事業の推進に努めます。 

   また、対策内容の決定後に不測の事態が生じ、当初予定していた対策の実施が困難 

  となった場合は、代替対策を検討し、実施可能な対策を講じます。 

 以下に、対策の実施の流れについて示します。 

 

ア 「６月回答」後に対策を実施するもの 

 担当部署が現地調査を行い、対策内容を検討した結果、「対応可能」と判断した 

箇所は、随時、対策を実施します。 

 

イ ヒアリング後に対策を実施するもの 

 担当部署が現地調査を行い、対策内容を検討した結果、更に詳細な検討が必要で 

ある、もしくは諸条件により対策の実施が困難であると判断された箇所は、ヒアリ 

ングを実施します。 

  担当部署の回答をもとに、ヒアリングにおいて、要望対策及び代替対策について 

 協議し、対策内容が決定次第、対策を実施します。 

 

  ウ 次年度以降に対策を実施するもの 

「対策実施中（要望対策・代替対策）」及び「対応策検討中（協議・上申中等）」の 

判定があったものは、引き続き対策を実施します。 

実施にあたり予算措置や用地取得等の諸条件により、当該年度内での対応が困難 

な場合は、次年度の実施に向けて、予算措置や関係機関との調整を行います。 

 

（８）進捗状況の把握（関係機関：12 月回答、３月回答） 

担当部署は、毎年「12 月回答」及び「３月回答」において、対応状況や進捗状況に 

ついて事務局に報告します。 

   なお、年度内に対策が実施できない場合は、追跡調査を行います。追跡調査は、原 

則として整備要望が提出された年度を含めて５年間行います。ただし、対策実施中の 

箇所については、完了するまで進捗状況を報告します。 

 

（９）対策効果の検証（事務局：１～３月） 

   対策実施箇所について、学校に対するアンケート調査（通学路等の安全確保、車両

の運転改善等）を行い、対策後の効果を検証します。 

 

 

 

 

 

 

 

-6-



（10）対策の改善・充実（連絡会：７月、２月） 

   対策実施箇所について、対策完了後の事故発生状況や効果検証の結果を踏まえ、追 

加対策の検討や対策内容の改善・充実を図ります。 

   また、改善内容が他の対策箇所へフィードバックされるよう、連絡会において情報 

共有を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（11）通学路等要対策箇所一覧表、整備要望の公表（事務局：３月） 

   市立小中学校等の安全対策結果について、毎年度末に資料を作成し、ホームページ

で公表します。 

 

 

 

 

浜松市通学路要対策一覧表 
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３ 交通安全教育（ソフト対策） 

 

（１）交通安全教育（ソフト対策）に関する基本的方針 

   通学路等の更なる安全確保に向けて、浜松市交通安全計画に基づき、子供だけでな 

く保護者や地域住民等、市民一人ひとりの交通安全に対する関心や意識を高め、交通ル 

ールの遵守と交通マナーの習慣付けに取り組みます。 

また、交通安全教育や普及啓発活動については、市、警察、教育委員会、関係団体、

学校、職場、家庭、地域社会が、それぞれの特性を生かして相互に連携し合い、地域

ぐるみでの取組を推進します。 

 

（２）園・学校における交通安全教育の実践 

  ア 幼稚園・保育園・認定こども園の交通安全教育 

幼児の発達段階や地域の実情に応じて、歩行者として交通事故に遭わないために、 

幼児と保護者が一緒になって、必要な知識と技能の習得を目指します。 

 

【実践例】幼児と保護者を対象とした交通安全教室 

    園では、幼児と保護者が一緒になって、交通安全に関する約束について学びます。 

交通安全指導員や、安全協会等の地域の方々の協力を得て、紙芝居や劇等を通して 

交通ルールを知ったり、実際に園の周辺を歩いて交通マナーを覚えたりします。 

年長になると、小学校での登下校に向けて、傘の差し方や傘を差しての歩行の仕 

方等、雨天時の交通安全についても学びます。 
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  イ 小学校の交通安全教育 

児童の発達段階や地域の実情に応じて、歩行者及び自転車利用者として、交通事 

故に遭わないために必要な知識と技能を習得させることにより、道路及び交通の状 

況に応じて危険を予測・回避して、安全に通行する意識及び能力を高めます。 

 

【実践例①】発達段階に応じた交通安全教室 

小学校では、年度当初に、指定した学年において、交通安全指導員や、安全協会等 

   の地域の方々の協力のもと、交通安全教室を実施しています。 
低学年では、運動場や学校周辺を利用して、道路の歩き方や左右の安全確認、横 

断歩道の渡り方等、正しい道路歩行について学びます。 
高学年では、実地訓練や動画視聴、講話等を通して、自転車の点検方法や自転車 

   乗車時の安全確認等、自転車の正しい乗り方について学びます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【実践例②】地域の特性を生かした交通安全教室 

地域団体や民間企業の協力を得ながら、地域の特性を生かした交通安全教室を実 
施している学校があります。 

A 校と B 校では、地元にある自動車学校と連携し、自転車の正しい乗り方を学ぶ 
「サイクルマナー教室」を実施しています。実地訓練を通して学ぶことで、交通安 
全意識の向上につながっています。 
 また、C 校では、民間団体と連携し、大型車による内輪差の実演を見て、交差点 
での巻き込み事故の恐ろしさについて学んでいます。実際に体験することで、危機 
管理意識が高まり、交差点での待機場所について考える良い機会となっています。 
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【実践例③】交通安全リーダーと語る会 

静岡県では、児童の交通事故防止対策の 
   一環として、学校、保護者、地域関係者等 
   が連携し、各小学校で「交通安全リーダー 
   と語る会」を実施しています。 

各学校では、登下校時の安全や自転車の 
   乗り方、通学路の危険箇所等、児童の実態 

や地域の実情に応じて話し合いのテーマを 
決め、学校、家庭、地域のみんなで進める 
交通安全を推進しています。 

 

ウ 中学校の交通安全教育 

生徒の発達段階や地域の実情に応じて、日常生活における自転車利用を中心に、 

交通事故に遭わないために必要な知識と技能を習得させることにより、危険を予測 

し回避する意識や能力を高め、社会の一員として交通ルールを遵守し、責任をもっ 

て行動する実践力を身に付けます。 

 

【実践例①】発達段階に応じた交通安全教室 

中学校の交通安全教室では、交通安全指導員による講話を聞いたり、動画を視聴 

したりして、自転車乗車時における正しい交通ルールと交通マナーについて学習し 

ます。近年、これらを実践的に学ぶことが可能な「自転車シミュレーター」を活用 

した交通安全教室も行われています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

【実践例②】自転車通学者への指導 

本市では、地域の実情や広域な学区を考 
   慮し、半数近い中学校で自転車通学を許可 

しています。自転車通学の許可条件として、 
ヘルメットの着用や自転車保険加入等を義 
務付けています。 
各中学校では、自転車通学者を対象とし 

   た交通安全指導を実施し、交通ルールや交 
通マナーの遵守を呼び掛けています。 
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【実践例③】自転車マナー向上キャンペーン 

中学校では、静岡県交通安全対策協議会の依頼を受け、自転車乗車時の交通ルー 
   ルや交通マナーを含めた交通安全教室を実施しています。 

また、学校関係者や交通安全指導員等による定期的な街頭指導に加えて、「自転車 
   マナー向上キャンペーン指導強化の日」に、自転車による交通事故削減のため、街 

頭指導を行っています。 
 更に、「自転車マナー向上のための副読本」を活用して、生徒に自転車利用者とし 
ての義務や罰則について教育しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）行政機関における交通安全教育への取組 

  ア 行政（道路企画課・まちづくり推進課・行政センター）の取組 

広大な市域を有する本市では、それぞれの地域の特性を生かしながら、各行政区

を中心に、交通安全思想の普及・啓発に努めています。交通ルールの遵守や正しい

交通マナーの実践を習慣付けるため、地域の関係機関や関係団体と連携し、交通安

全教育を組織的・継続的に推進しています。 

 

【実践例①】小学校事故ゼロチャレンジ 

道路企画課では、浜松市において、１年間交通事故ゼロの小学校を「交通安全優 

秀校」として表彰し、交通安全意識の向上を図っています。 

各学校では、１年間を通して交通安全の呼び掛けを行うとともに、様々な交通安 

   全行事に取り組んでいます。その頑張りや成果を朝会や集会、校内放送等で全校児 

   童に伝え、交通安全意識の向上に努めています。 
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【実践例②】小中学校の交通安全教室への協力 

    Ｘ行政センターでは、Ａ・Ｂ小学校で実施している「サイクルマナー教室」に協 

力しています。地元の自動車学校を利用し、実際に教習用コースを利用した実地訓 

練を通して、左右の安全確認の方法や交差点での横断の仕方等、正しく安全な自転 

車の利用方法を学ぶ機会を設けています。 

    また、Ｙまちづくり推進課では、スタントマンによる交通事故の再現シーンを見 

て、交通事故の恐怖や未然防止について学ぶ自転車交通教室や、実際に接触をしな 

い形で交通事故を再現する疑似体験型の交通安全教室を企画し、実施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【実践例③】交通安全運動の推進 

全国交通安全運動（春・秋）や交通安全 

県民運動（夏・年末）及び「自転車マナー 

向上キャンペーン指導強化の日」の登校時 

間帯に、警察や交通安全協会、自治会等と 

協力し、主要交差点や通学路において、の 

ぼり旗を立てて交通安全の啓発活動を行っ 

ています。 

 

【実践例④】イベントでの啓発活動 

市内で開催される各種イベントの際に、 

交通安全の知識を深める活動を企画し、交 

通安全意識の向上を呼び掛けています。 

交通安全啓発のコーナーを設置し、子供 

が興味をもって楽しく交通安全を学べるよ 

うに、反応速度を図るゲームや標識に関す 

るパズル等を行っています。また、交通安 

全啓発グッズとして、反射材の配布もして 

います。  
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  イ 教育委員会（健康安全課）の取組 

教育委員会では、子供の命を守るため、警察や交通安全協会、その他関係機関と 

連携し、様々な学校教育活動の場を通して、交通安全教育の推進に取り組んでいま 

す。 

 

【実践例①】交通安全教育推進モデル小学校 

本市では、平成 14 年度から、毎年数校を「推進モデル小学校」に指定し、交通安 
全意識の向上に取り組んでいます。この事業には、交通事故から自分の命を守る力 
をしっかりと身に付けてほしい、交通安全の意識を保護者や地域に広げ、交通事故 

ゼロの地域を目指してほしいという願いが込められています。 

    「推進モデル小学校」に指定された小学校では、通常の交通安全教育を進める中 

   で、活動内容を工夫したり、新たな活動を加えたり、地域への情報発信力を高めた 

りしながら、地域ぐるみで交通安全教育の推進に取り組んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【実践例②】地域ぐるみの学校安全体制整備事業［ｽｸｰﾙｶﾞｰﾄﾞ・ﾘｰﾀﾞｰ（SGL）］ 

  学校敷地内における不審者侵入事件や、登下校時や放課後の通学路等における事 

件増加を受け、平成 17 年度から「地域ぐるみの学校安全体制整備事業」を行ってい 

ます。この事業は、主に SGL による学校周辺の巡回指導や、地域で防犯意識を高め 

る講習会の開催等により、防犯と交通の両面から、子供の安全を守ることを目的と 

しています。 

SGLには、防犯や交通の知識をもった元教員や元警察官の方々を配置しています。 

各小学校区に配置された SGL は、登下校の時間帯に小学校区を巡回し、危険個所の 

安全確認をしながら、子供の下校指導をしています。 
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【実践例③】浜松市子供安全ネットワーク推進事業 

  令和元年 10 月から、「浜松市子供安全ネットワーク推進事業」として、地域住民 

による見守り活動「子ども見守りボランティア」を募集しています。見守り活動は、 

散歩やジョギング、庭いじり等の途中に、気軽に子供を見守る「ながら見守り」が 

基本です。可能な時間に、タスキや名札を着けて外に出て見守りを行っています。 

また、事業者等による見守り活動も募集しています。業務上において、車両用マ 

グネットを貼付した社用車やバイク等で、浜松市内の道路を通行し、事故や犯罪の 

防止への協力をお願いしています。 

   

    

 

 
 

 

 

 

 

 

ウ こども家庭部（幼保運営課）の取組 

   幼保運営課では、市内の幼稚園・保育園・認定こども園に対して、国や関係機関か 

  らの通知や資料を発出し、交通安全に関する注意喚起や情報提供を行うとともに、各 

園の実態把握に努め、交通安全に対する意識の向上に取り組んでいます。 

 

 【実践例】通園路及び散歩コースの把握 

年度末に、次年度の通園路及び散歩コースの経路地図の提出を依頼し、園外にお 

ける交通安全に関する実態把握を行います。その後、経路の安全性や利用頻度等を 

確認し、状況に応じて、経路の変更や人員の配置等について指導助言を行っていま 

す。 
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４ 小学校周辺を面的に捉えた交通安全対策の促進 

 

（１）面的に捉えた交通安全対策に関する基本的方針 

   本市では、通学路等の安全確保に向けて、関係機関が連携して点や線の対策を実施 

してきました。近年、国においては総合的な視点から、小学校周辺を面的に捉えた交通 

安全対策の促進の必要性が強調されています。 

本市においても、子供の安全を更に高めるべく、従来の点や線の対策に加え、小学校 

周辺を中心とした一定の区域全体を面的に捉えた交通安全対策を推進し、「ゾーン30プ 

ラス」の取組を通じて、歩行者や自転車が安心して通行できる交通環境の形成を目指 

します。 

 

（２）データを活用した現状把握と課題分析 

面的な交通安全対策を効果的に進めるためには、客観的データに基づく現状把握と 

課題の抽出が不可欠です。 

本市では、交通事故データや ETC2.0 走行データ（自動車の走行速度等）、通学路等 

点検結果、地域や学校から寄せられるヒヤリハット情報等、多様なデータを統合的に 

分析します。 

これらのデータを基に潜在的な危険箇所を抽出することで、小学校を含む関係者と 

共通の現状認識や課題を持ち、効果的な対策を検討します。 

 

（３）「ゾーン 30 プラス」の面的交通安全対策の推進 

「ゾーン 30 プラス」は、生活道路における人優先の安全で安心な通行空間の整備の 

更なる推進を図る取組です。最高速度 30km/h の区域規制「ゾーン 30」とハンプ等の物 

理的デバイスとの適切な組合せにより交通安全の向上を図ろうとする区域を「ゾーン 

30 プラス」として設定し、市と警察が連携しながら整備を進めていきます。 

本市では、警察と連携し、交通事故発生状況や ETC2.0 走行データ等を踏まえて「ゾ 

  ーン 30 プラス」の候補区域を抽出し、地域説明や合意形成を経て、順次整備を進めて 

いきます。 

また、区域内における各種ハード対策に加え、子供への交通安全教育や啓発活動等 

のソフト対策を組み合わせることで、更なる面的な安全性の向上を図ります。 

  

出典：国土交通省報道発表資料「通

学路の交通安全対策を推進します～ 
小学校等周辺における『ゾーン 30 
プラス』のモデル地区を選定～」 
（令和 7 年 3 月 11 日公表）より作成 

-15-



【浜松市におけるゾーン 30 プラスの整備事例（中央区豊岡・三方原地区）】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【対策実施状況写真】 
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１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

保護者 ＰＴＡ会長

連合自治会長

自治会長

幼稚園等

小学校

中学校

交
通
管
理
者

土木整備事務所

各区　
まちづくり推進課
行政センター

◆浜松市通学路等交通安全対策連絡会　対策実施フロー　　　　　　　　　　

関係機関

地
域 自治会

教
育
委
員
会

学校等

学校教育部健康安全課

こども家庭部幼保運営課

静岡県警察（市内６警察署）
浜松市警察部

道
路
管
理
者

国土交通省中部地方整備局
浜松河川国道事務所

浜松市
土木部

道路企画課

行
政
機
関

普及・啓発活動及び安全教育等の推進

【合同点検の実施】
学校等が主体となり、
地域と連携し校（園）
区単位で通学路の
点検を実施する

依頼

提出

整備要望
箇所の抽出

依頼

【対策の検討①】
健康安全課から送
付された「通学路整
備要望調査票」に基
づき、各担当部署が
現地調査を行い、今
後の対応方針を判
定する。
（６月回答）

第
二
回
連
絡
会

第
一
回
連
絡
会

要
対
策
箇
所
・
対
策
内
容
の
確
認

ヒ
ア
リ
ン
グ
の
実
施

【
対
策
の
検
討
②
】
担
当
部
署
の
回
答
を
基
に

要
望
対
策
・
代
替
対
策
に
つ
い
て
協
議
す
る

進
捗
確
認
・
次
年
度
実
施
計
画
確
認

合
同
現
地
調
査
の
実
施
（
必
要
に
応
じ
て
）

【
対
策
の
実
施
②
】

ヒ
ア
リ
ン
グ
・
合
同
現
地
調
査
結
果
に

基
づ
く
対
応
可
能
箇
所
の
実
施

追
跡
調
査
の
対
策

状
況
を
学
校
等
へ

追
跡
調
査
の

対
策
状
況
集
約

前
年
度
対
策
箇
所
の
効
果
検
証

当
該
年
度
の
取
組
状
況
・
過
年
度
の
対
策
状
況
の
公
表

対応不可箇所につい
ては、ヒアリング等を
参考に地域での安全
対策を検討する

学校等は、担当部署から報告
された、当該年度及び過年度
の対策状況を地域（ＰＴＡ会長、
連合自治会長、自治会長等）
に報告する

依頼

報告・調査

改善・充実

ＰＬＡＮ ＤＯ ＣＨＥＣＫ ＡＣＴＩＯ

当
該
年
度
の
対
策

状
況
を
学
校
等
へ

追
跡
調
査
の
対
策

状
況
を
調
査
す
る

依頼

【対応状況の報告①】
６月回答及びヒアリング
で決定した要望対策・
代替対策の進捗状況を
報告する （１２月回答）

【対応状況の報告②】
過年度（５年間分）の対
策状況について報告す
る （追跡調査）

報告 報告

報告

通
学
路
整
備
要
望
調

査
に
つ
い
て
（
通
知
）

担
当
部
署
を
決
め

調
査
を
依
頼
す
る

【
対
策
の
実
施
③
】

次
年
度
へ
の
引
継
ぎ
（
実
施
中
・
検
討
中
等
）

整
備
要
望
調
査
票

取
り
ま
と
め
る

【
対
策
の
実
施
①
】

対
応
可
能
箇
所
の
実
施

当
該
年
度
の
対
策

状
況
を
調
査
す
る

調査回答

調
査
回
答
取
り
ま
と
め

別紙１

P
D
C
A
サ
イ
ク
ル
に
基
づ
く
対
策
実
施
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